
 
予防医学指導士認定制度（暫定措置制度）による 

「予防医学指導士資格取得」のご案内 

 

 

＜認定方法＞ 
 

予防医学指導士認定制度（暫定措置）※１ 

 

 

 

 

 

 

 

※１暫定措置制度：平成２２年度９月１日から平成２４年３月３１日までの申請に対する暫定措置であり、 

   学会員に適用する。 

※２予防医学関連の経験者とは、次の資格を有する者をいう。 

医師、歯科医師、獣医師、看護師、保健師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、    

診療放射線技師、視能訓練士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、栄養士、薬剤師、介護福祉士、    

精神保健福祉士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、    

労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、衛生管理者、その他認定制度委員会が上記資格と同

等と認めるもの。 

※３大学院修士・博士課程における単位取得者：本学会が定める下記のいずれかの大学院修士課程あるいは博士 

   課程で「予防医学に関するコース」を修了した者。 

   1. 金沢大学大学院医学系研究科 医科学専攻・保健学専攻 予防医学概論 

   2. 広島大学大学院医歯薬学総合研究科・保健学研究科 予防医学・健康指導特論１，２ 

                                   （2011.8 月現在、当会にて認定している大学院） 

※４特別研修会受講：本学会が主催する特別研修会「予防医学の実践および指導に必要な基礎および技術を習得

するための社会医学、臨床医学（心理学、精神医学を含む）、栄養学、さらに衛生管理体制の運営や衛生

管理に必要な知識・技術を取得するためのリスク管理学、人事管理学、社会学などからなる研修を行う。 

※５認定試験：実施要項に関しては別に定める。 

※６申請、認定審査：特別研修会終了後、定められた期日までに、認定制度委員会へ予防医学指導士認定（新規）

申請書、資格証明書（写）を提出し、申請料１万円、認定審査料２万円を納付する。 

※７予防医学指導士証交付：認定制度委員会へ交付料２万円を納付する。 

暫定措置制度で認定された予防医学指導士の有効期間は、予防医学指導士証交付後３年であり、その期

間終了までに別に定めた更新制度にしたがい再認定されれば、暫定措置ではない制度と同等の予防医学

指導士として更新される。 
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大学院修士・博士課程における単位取得者※３ 



＜申請資格＞ 
 

以下の条件を全て満たしている者 

予防医学関連の経験者 ・本学会の学会員であり、申請時において年会費を完納して

いる者。 

・本学会が主催または共催し、認定制度委員会が認定した予

防医学指導士養成特別研修会(以下、「特別研修会」)の受講

を修了している者。 

・当会の規定した資格※１を有する者。 

・平成２２年９月１日から平成２４年３月３１日までに暫定

制度の申請をした者。 

大学院修士・博士課程に

おける単位取得者 

・本学会の学会員であり、申請時において年会費を完納して

いる者。 

・本学会が定める下記のいずれかの大学院修士課程あるいは

博士課程で「予防医学に関するコース」を修了した者。

(2011.8 月現在当会認定の大学院) 

  1. 金沢大学大学院医学系研究科 

   医科学専攻・保健学専攻  

  「予防医学概論」 

   2. 広島大学大学院医歯薬学総合研究科・ 

   保健学研究科 

  「予防医学・健康指導特論１，２」 

・平成２２年９月１日から平成２４年３月３１日までに暫定

制度の申請をした者。 

一般希望者 ・本学会の学会員であり、申請時において年会費を完納して

いる者。 

・本学会が主催または共催し、認定制度委員会が認定した予

防医学指導士養成特別研修会(以下、「特別研修会」)の受講

を修了している者。 

・認定試験に合格している者。 

・平成２２年９月１日から平成２４年３月３１日までに暫定

制度の申請をした者。 

 
 

※１当会の規定した資格： 

医師、歯科医師、獣医師、看護師、保健師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、診療放

射線技師、視能訓練士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、栄養士、薬剤師、介護福祉士、精神保健福祉

士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、労働安全コンサルタント、労働

衛生コンサルタント、衛生管理者、その他認定制度委員会が上記資格と同等と認めるもの※２ 

 

※２その他認定制度委員会が上記資格と同等と認める者 

  事前に申し出をして、事務局で認定されている者。  



＜申請書類＞ 
 

 必要な各書類をクリックしてダウンロードしてください。 
※第２回予防医学指導士養成特別研修会の募集要項のご案内からもダウンロードできます。 

所定の申請書、資格証明書(写)等の必要書類を定められた期日までに事務局まで郵送してください。 

 

予防医学関連の経験者 ・予防医学指導士認定（新規）申請書 

（証明写真※１・受講証明書（写）※２を添付） 

・国家資格証明書（写） 

または関連の資格証明書（写） 

 

大学院修士・博士課程に

おける単位取得者 

・予防医学指導士認定（新規）申請書 

（証明写真※１・受講証明書※２を添付） 

・国家資格証明書（写） 

または関連の資格証明書（写） 

・各大学が発行するコース修了証明書 

・各大学が発行する該当単位の成績証明書 

 

一般希望者 ・予防医学指導士認定（新規）申請書 

（証明写真※１を添付） 

・認定試験合格通知書※３ 

 

 

※１証明写真：縦 3ｃｍ×横 2.4ｃｍ 本人単身胸から上、申請書の所定位置へ貼付 

※２受講証明書（写）：予防医学指導士養成特別研修会受講修了時に発行されるもののコピーを申請書の所定位

 置へ貼付 

※３認定試験合格通知書：認定試験に合格した者に事務局より発行されるもの 

 
申請書類送付先 

 
日 本 予 防 医 学 会 予 防 医 学 指 導 士 認 定 制 度 委 員 会 事 務 局                   

〒700-8558 岡山市北区鹿田町 2-5-1 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 公衆衛生学教室内 

 

＜お問合せ先＞ 

 

日本予防医学会予防医学指導士認定制度委員会 事務局                  

〒700-8558 岡山市北区鹿田町 2-5-1 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 公衆衛生学教室内 

TEL：086-235-7184 FAX：086-226-0715 
e-mail：jspm@md.okayama-u.ac.jp 
 
【受付時間；平日 10：00～16：00】 

  



＜申請費用等＞ 

 
予防医学関連の経験者 予防医学指導士養成特別

研修会受講時 

受講料         ２万円 

予防医学指導士 申請時

  

申請料         １万円 

認定審査料       １万円 

認定審査結果通知後 交付料         ２万円 

費用合計 ６万円 

大学院修士・博士課程に

おける単位取得者 

予防医学指導士 申請時 申請料         １万円 

認定審査料       １万円 

認定審査結果通知後 交付料         ２万円 

費用合計 ４万円 

一般希望者 予防医学指導士養成特別

研修会受講時 

受講料         ２万円 

認定試験 申込み時 認定試験受験料     １万円 

＜認定試験合格後＞ 

予防医学指導士 申請時

 

申請料         １万円 

認定審査料       １万円 

認定審査結果通知後 交付料         ２万円 

費用合計 ７万円 

 

その他費用 
予防医学指導士養成特別研修会受講時  テキスト代 ３，３１０円（税・送料込み 

 
 
 

再認定および更新方法 

 

申請資格＜暫定制度＞ 

以下の条件を全て満たしている者 

1 本学会の予防医学指導士の資格を暫定制度で取得しており、予防医学指導士証交付日から３年以内の者。 

2.予防医学指導士の資格取得後、継続して本学会の学会員であり、年会費を完納している者。 

3. 本学会が規定した更新時に必要な研修単位を第１回目更新時は２０単位取得している者、 

 第２回目以降更新時は３０単位取得している者。 

 

更新方法 

下記の要領により必要研修単位を取得し、予防医学指導士認定制度委員会へ申請書類を提出し、申請費用の納付

をしてください。 

 

更新手続き受付期間 

更新手続きは、認定期間満了日の３ケ月前から予防医学指導士認定制度委員会事務局にて受付いたします。 



申請書類送付先 

〒700-8558 岡山市北区鹿田町 2-5-1 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 公衆衛生学教室内 

        日本予防医学会 予防医学指導士認定制度委員会事務局 

 

申請書類 
（認定期間満了日の

３ケ月前より受付） 

・ 予防医学指導士認定(更新)申請書 

・ 証明写真 1枚(予防医学指導士認定(更新)申請書に貼付、 

             （縦３cm×横２．４cm、本人単身胸から上、裏面に氏名記入) 

・ 単位取得証明書（研修単位） 

更新費用 

＜申請費用＞ 

【第１回目】   再認定料  １万円  

【第２回目以降】 認定更新料 １万円 

※３その他：毎回の更新時に必要な単位取得時にかかる費用 

予防医学研修会受講費用 １万円 

年次学術総会（総会）参加費用 各大会の参加費用 

日本予防医学会雑誌 投稿無料 
 

 
 
 
 
 

認定単位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆更新（第１回目） 

 第１回目資格再認定のための必要研修単位は２０単位※１です。 

※１ 研修単位は以下から３年以内に取得してください。 

選択単位 予防医学指導士養成特別研修会受講  

（H23.4 以降取得時は予防医学研修会受講） 

１０単位 

日本予防医学会年次学術総会（総会） 出席      １０単位 

演者        ５単位 

共同演者      ２単位 

日本予防医学会雑誌投稿  筆頭著者    １０単位 

共同執筆者     ２単位 

 ■更新（第１回目）においては研修会は必修単位ではなく選択単位です 

◆更新（第２回目以降） 

第２回目以降の資格再認定のための必要研修単位は３０単位※２です。 

※２ 研修単位は以下から５年以内に取得してください。 

必修単位 予防医学研修会受講 １０単位 

選択単位 日本予防医学会年次学術総会（総会） 出席      １０単位 

演者        ５単位 

共同演者      ２単位 

日本予防医学会雑誌投稿  筆頭著者    １０単位 

共同執筆者     ２単位 

※予防医学研修会、年次学術総会は年１回の開催です。 

認定期間満了までに研修単位を取得できるようご注意ください。 



 

＜更新（再認定）費用等＞ 

 
＜暫定制度＞ 

 ■暫定制度にて資格取得後は規定により最初の認定期間は短く、第１回目の更新は予防医学指導士証初回交

付より３年後、第２回目以降は第１回目更新より５年毎の更新となります。 

 

【第１回目】予防医学指導士証初回交付後、３年後に再認定（更新） 

【必要経費】申請費用 再認定料          １万円 

 必要経費合計 １万円～※１ 

その他費用 

※１ 毎回の更新時に必要な単位取得時にかかる取得方法に応じた費用 

予防医学研修会（必修単位）受講費用 １万円 

年次学術総会（総会）参加費用 各大会の参加費用 

日本予防医学会雑誌 投稿無料 

 

 

 

【第２回目以降】第１回目更新後、５年毎の更新 

【必要経費】申請費用 認定更新料         １万円 

【必要経費】予防医学研修会受講 受講料           １万円 

 必要経費合計 ２万円～※１ 

その他費用 

※１ 毎回の更新時に必要な単位取得時にかかる取得方法に応じた費用 

予防医学研修会（必修単位）受講費用 １万円 

年次学術総会（総会）参加費用 各大会の参加費用 

日本予防医学会雑誌 投稿無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

予防医学指導士認定制度＜暫定措置制度※１＞ 

「予防医学指導士」コース別資格取得の方法 

 

◆予防医学関連の経験者※２コース 

◆大学院修士・博士課程における単位取得者※3コース 

◆一般希望者※４コース 

 

※１暫定措置制度：平成２２年度９月１日から平成２４年３月３１日までの申請に

対する暫定措置であり、学会員に適用する。 

 

※２予防医学関連の経験者とは、次の資格を有する者をいう。 

医師、歯科医師、獣医師、看護師、保健師、臨床検査技師、衛生検査技師、理

学療法士、作業療法士、診療放射線技師、視能訓練士、歯科衛生士、社会福祉士、

管理栄養士、栄養士、薬剤師、介護福祉士、 精神保健福祉士、あん摩マッサー

ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、労働安全コンサルタン

ト、労働衛生コンサルタント、衛生管理者、その他認定制度委員会が上記資格と

同等と認めるもの。 

※３大学院修士・博士課程における単位取得者：本学会が定める下記のいずれかの

大学院修士課程あるいは博士課程で「予防医学に関するコース」を修了した者。 

       1.金沢大学大学院医学系研究科 医科学専攻・保健学専攻 予防医学概論 

        2.広島大学大学院医歯薬学総合研究科・保健学研究科 予防医学・健康指導特論１，２ 

                   （2011.8 月現在、当会にて認定している大学院） 

※４一般希望者とは、次の者をいう。 

資格取得にあたり「予防医学関連の経験者コース」に該当しない取得希望者 

 

 



予防医学関連の経験者※２コース 

                       【申請費用合計 6 万円】 

 

                      ◆入会手続きについては当会の HP をご覧 

                       ください。※年会費 

     

 

 

   

                  ※受講申込み等の詳細はホームページにてご案内 

                   しております。 

                   ※受講料；２万円 

           

                 

                 ※予防医学指導士認定(新規)申請書・国家資格証明

書（写）または関連の資格証明書（写）の提出 

                 ※申請料；１万円、認定審査料；１万円 

 

 

 

                  

 

 

 

                 ※交付料；２万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本予防医学会へ入会（未入会の方） 

認 定 審 査 

申  請 

予防医学指導士証交付 

特別研修会の受講 



 

大学院修士・博士課程における単位取得者※３コース 

【申請費用合計 ４万円】 

 

                      ◆入会手続きについては当会の HP をご覧 

                       ください。※年会費 

     

 

 

 

                 ※予防医学指導士認定(新規)申請書・各大学が発行

するコース修了証明書・各大学が発行する当該単

位の成績証明書の提出 

                  【申請日】当会の HP 内にてご案内の申請日期限内 

                       に申請してください。 

※申請料；１万円、認定審査料；１万円 

    

 

                  

 

 

 

 

                  ※交付料；２万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本予防医学会へ入会（未入会の方） 

認 定 審 査 

申  請 

予防医学指導士証交付 



 

 
一般希望者※4コース 

【申請費用合計 7 万円】 

 

                      ◆入会手続きについては当会の HP をご覧 

                       ください。※年会費 

     

 

 

                      ※受講申込み等の詳細はホームページに 

てご案内 

                       ※受講料；２万円 

 

 

                      ※認定試験受験申込書の提出 

                      ※認定試験受験料；１万円 

 

 

 

                   ※予防医学指導士認定(新規)申請書の提出 

                   ※申請料；１万円、認定審査料；１万円 

     

 

 

                    

 

 

 

※交付料；２万円 

                    

日本予防医学会へ入会（未入会の方） 

認 定 審 査 

予防医学指導士証交付 

認 定 試 験 

特別研修会の受講 

申  請 



 

 
 

暫定制度による 

予防医学指導士資格取得者の更新方法 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 予防医学指導士証の初回交付後、上記の条件を満たした上で、認定期間満了までに更新

手続きを行ってください。暫定制度にて資格取得後は規定により最初の認定期間は短く、 
第１回目の更新は予防医学指導士証初回交付より３年後、第２回目以降は第１回目更新

より５年毎の更新となります。 
 更新時に申請する研修単位については、個人の責任において、必要な単位の修得をして

いただきますようお願い申し上げます。（予防医学研修会、年次学術総会は年一度の開催と

なっておりますので、認定期間満了までに研修単位を取得できるようご注意ください） 
 更新手続きは、認定期間満了日の３ケ月前から予防医学指導士認定制度委員会事務局に

て受付いたします。 
 当会のホームページの「予防医学指導士 更新手続き」より必要書類をダウンロードし

て必要事項を記入し、下記の申請書類をそろえて事務局へ送付してください。 

申請 
(暫定制度) 

更新 
(第１回目) 

予防医学指導士証 

交付 

予防医学指導士証 

交付から 3 年以内 

・20 単位 取得※１ 

・学会員かつ年会費が 

完納している者 

更新 
(第 2 回目以降) 

・30 単位 取得※２ 

・学会員かつ年会費が 

完納している者 

予防医学指導士証 

第１回目更新から 5 年以内

＜更新（第１回目）費用＞ 

必要経費１万円～  

再認定料        １万円

 

その他,単位取得方法に応じて※３ 

＜更新（第２回目以降）費用＞

必要経費２万円～ 

認定更新料      １万円 

予防医学研修会受講料 １万円 

その他,単位取得方法に応じて※３ 



 

申請書類 
（認定期間満了日の

３ケ月前より受付） 

・ 予防医学指導士認定(更新)申請書 

・ 証明写真 1枚(予防医学指導士認定(更新)申請書に貼付、 

（縦３cm×横２．４cm、本人単身胸から上、裏面に氏名記入) 

・単位取得証明書（研修単位） 

更新費用 

＜申請費用＞ 

【第１回目】   再認定料  １万円  

【第２回目以降】 認定更新料 １万円 

※３その他：毎回の更新時に必要な単位取得時にかかる費用 

予防医学研修会受講費用 １万円 

年次学術総会（総会）参加費用 各大会の参加費用 

日本予防医学会雑誌 投稿無料 
 

 
 
 
 
 

認定単位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◆更新（第１回目） 

 第１回目資格再認定のための必要研修単位は２０単位※１です。 

※１ 研修単位は以下から３年以内に取得してください。 

選択単位 予防医学指導士養成特別研修会受講  

（H23.4 以降取得時は予防医学研修会受講） 

１０単位 

日本予防医学会年次学術総会（総会） 出席      １０単位 

演者        ５単位 

共同演者      ２単位 

日本予防医学会雑誌投稿  筆頭著者    １０単位 

共同執筆者     ２単位 

       ■更新（第１回目）においては研修会の受講は必修単位ではなく選択単位です 

 

◆更新（第２回目以降） 

第２回目以降の資格再認定のための必要研修単位は３０単位※２です。 

※２ 研修単位は以下から５年以内に取得してください。 

必修単位 予防医学研修会受講 １０単位 

選択単位 日本予防医学会年次学術総会（総会） 出席      １０単位 

演者        ５単位 

共同演者      ２単位 

日本予防医学会雑誌投稿  筆頭著者    １０単位 

共同執筆者     ２単位 

※予防医学研修会、年次学術総会は年１回の開催です。 

認定期間満了までに研修単位を取得できるようご注意ください。 


